
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続により取得した土地に係る免税措置           

Ｑ：相続で土地を取得した場合、登録免許

税が免税になるとか。どのようになっている

のですか？                                        

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

相続により土地を取得した場合に登録免許

税が免税になるという制度には、①相続によ

り土地を取得した個人が登記をしないで死亡

した場合の登録免許税の免税措置と、②少額

の土地を相続により取得した場合の登録免許

税の免税措置の２つがあります。 

概要は、次のとおりです。 

 ①相続により土地を取得した個人が登記をし

ないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 

  相続により土地の所有権を取得した個人が、

その相続によるその土地の所有権の移転登記

を受ける前に死亡した場合の免税措置で、平

成30年４月１日から平成33年３月31日までの

間に、その死亡した個人をその土地の所有権

の登記名義人とするために受ける登記につい

て免税にするというものです。 

 ②少額の土地を相続により取得した場合の登

録免許税の免税措置 

  個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等

に関する特別措置法の施行日から平成33年３

月31日までの間に、相続した土地の所有権の

移転登記を受ける場合に、一定の要件を満た

せば登録免許税が免税になるというものです。 
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